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経 営 管 理 委 員 会 ・ 理 事 会

ALM委員会 リスク管理委員会

融 資 部 門
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余裕金運用会議

オペレーショナル
リスク管理部門
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監事（会）

金 利 会 議

理 事 長

リスクマネジメントについて

　融資・市場部門取引にかかる基本方針決定機関として、当
会の守るべきリスク限度の範囲内で、資産および負債の運用・
調達方法あるいはリスクヘッジ方法などを検討し、収益の安
定化や極大化を図ることを目的として運営しております。

　リスクマネジメントの統括機関として、リスクマネジメン
トに関する方針や基準の審議、各リスク状況の計測結果や諸
基準の遵守状況等の報告を通じて、経営の健全性および適切
性の確保を目的に運営しております。

ALM委員会 リスク管理委員会

リスクマネジメント体制図

　金融のグローバルスタンダード化が進展するなかで、金融機関の業務も多岐にわたり、それと同時に金融
機関が抱えるリスクも多様化・複雑化するとともに、リスクマネジメントについてもこれらに対応するため、
管理態勢の高度化は重要な課題となっております。
　当会ではこうした認識のもと、「リスクマネジメント基本方針」等の規程類を制定し、リスクマネジメント
にかかる意思決定プロセスおよびマネジメント手法と管理すべきリスクなど基本的な体系を明確にするとと
もに、資金動向や外部環境等の変化に応じたリスク管理方針を定め、より高度な「統合的なリスクマネジメ
ント態勢」の構築に向け取り組んでおります。
　また、収益を目的として能動的に取得するリスクに対しては、リスクの計量化とそのモニタリングを通じ
てリスクをマネジメントする体制と、収益の安定化や極大化のため経営資源の最適配分を目指すというALM
体制とを機能分担し、相互の連携と牽制によってリスクとリターンのバランスの取れた運営を行うとともに、
監査部署による内部監査の実施によりリスクマネジメント態勢の有効性検証を行っております。

　経営の健全性を維持し安定的な収益を継続的に確保するためには、信用リスク、市場リスク等のさまざまなリ
スクを可能な限り包括的に把握して適切にコントロールすることが必要不可欠となっております。
　当会では、これらの状況を踏まえ、経営体力の範囲内でリスクのカテゴリー別にリスクリミット（上限額）を
設定し、適切なリスクテイク・リスクコントロールにより経営の健全性維持と安定収益の確保に努めております。
また、過去の急激な市場変動や通常では考えられない状況を想定してのストレステストを実施し、自己資本の充
実度評価に対応するとともに、統合的なリスク管理態勢のさらなる充実に努めることとしております。

リスクマネジメントの取組方針

統合的なリスク管理態勢
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【信用リスク管理】
　信用リスクとは、貸出先や取得した債券の発行体の業況悪化等により、当初約定通りの元金や利息の回収が不能となるリ
スクのことです。
　当会では、内部格付制度による信用力に応じた1先当たりの与信限度額設定や格付別・業種別与信状況の定期的なモニタ
リング等を通じて、過度な与信集中を排除するよう努めております。
　また、VaRによるリスクの計量化を行い、リスクリミットによる管理を行っております。
※内部格付制度とは、与信先の返済能力を定量的・定性的に分析し、合理的に判定するもので、与信限度額や適正な金利水準の設定等、
与信管理の中核的なツールとして活用しております。

※VaR（バリューアットリスク）とは、ある金融資産を一定期間保有すると仮定した場合に、一定の確率で被る可能性のある最大損失
額を過去のデータに基づき統計的に求めたものです。

※リスクの計量化とは、統計的な手法を用いて保有するリスクの状況を数値化し、リスク量として把握するものです。

【流動性リスク管理】
　流動性リスクとは、資金調達において必要
な資金の確保が困難となって取引の決済に支
障をきたしたり（資金繰りリスク）、資金運用
において金融市場の混乱等により正常な取引
ができなくなること等により損失を被るリス
ク（市場流動性リスク）のことです。当会では、
調達・運用の大口資金動向を把握し、安定的
な流動性資金の確保に努めるとともに、資金
繰りの逼迫度に応じた管理を行っております。
　また、資金の運用に当たっては、市場流
動性を考慮した発行体別取得・保有基準の
設定等により、リスク顕在化の防止に努め
ております。

【オペレーショナル・リスク管理】
　オペレーショナル・リスクとは、当会が業務遂行する際に発生するリスクのうち、能動的に取得するリスク（市場・信用・
流動性リスク）を除いたその他のリスクの総称です。
　当会では、オペレーショナル・リスクに対するリスクマネジメントの基本的な考え方等を網羅した「オペレーショナル・
リスク管理規程」を定めるとともに、オペレーショナル・リスクをリスクの発生そのものが統制活動の対象となるリスクと、
リスク発生後の対応が統制活動の対象となるリスクに大別し、そのリスク特性や統制の有効性等に応じ、個別の規程類を定
めて管理を行っており、それぞれリスクの極小化を図るように努めております。
　また、オペレーショナル・リスク管理の強化を図るため、自主点検の実施や各事業本部から独立した「監査部」が全部署
に対して定期的に行う業務監査等を通じて、業務運営や会計・事務処理の適正化と事故の未然防止に努めております。
※リスクの発生そのものが統制活動の対象となるリスク…事務リスク（当会の役職員が誠実な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすこと
により損失を被るリスク）、法務リスク（経営判断や個別業務執行において法令違反等により損失やトラブルが発生するリスク）、システム
リスク（コンピュータシステムのダウンまたは誤動作等により損失を被るリスク）等があります。

※リスク発生後の対応が統制活動の対象となるリスク…自然災害等から派生する二次的なリスクである業務継続リスクや、風評リスク等があります。

【市場リスク管理】
　市場リスクとは、金利、為替、株価等の変
動により、保有する資産、負債の価値が変動
することによって被るリスクのことです。
　当会では、保有する有価証券等について
VaRによるリスクの計量化を行い、信用リス
クとともに、リスクリミットによる管理およ
びウォーニングとしての協議ポイントを設定
し管理を行っております。
　また、前提条件が異なる複数のVaRや過去
実際に発生した急激な金利変動が現時点で再
度発生したと仮定した場合の予想損失額等を
算出するなど、多面的なリスク量の把握・分
析に努めております。

リスク
マネジメント

　当会では、内部監査部門として被監査部門から独立した「監査部」を設置し、経営活動全般にわたる管理
状況および各部門の業務の遂行状況を、内部管理態勢の有効性と適切性の観点から検証・評価し、改善方法
の提言などを通じて業務運営の適切性の維持・改善に努めています。
　また、内部監査は、当会の本所・支所・子会社のすべての部署を対象とし、内部監査計画に基づき実施し
ています。監査結果は代表理事理事長および監事に報告の上、被監査部署に通知し、定期的に改善提案事項
等の取組状況をフォローアップするとともに、監査結果の概要を定期的に理事会および経営管理委員会へ報
告しています。

各種リスク管理態勢

内部監査体制
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経 営 管 理 委 員 会 ・ 理 事 会

ALM委員会 リスク管理委員会

融 資 部 門

市 場 部 門

貸出金運用会議

余裕金運用会議

オペレーショナル
リスク管理部門

監査部署

監事（会）

金 利 会 議

理 事 長

リスクマネジメントについて

　融資・市場部門取引にかかる基本方針決定機関として、当
会の守るべきリスク限度の範囲内で、資産および負債の運用・
調達方法あるいはリスクヘッジ方法などを検討し、収益の安
定化や極大化を図ることを目的として運営しております。

　リスクマネジメントの統括機関として、リスクマネジメン
トに関する方針や基準の審議、各リスク状況の計測結果や諸
基準の遵守状況等の報告を通じて、経営の健全性および適切
性の確保を目的に運営しております。

ALM委員会 リスク管理委員会

リスクマネジメント体制図

　金融のグローバルスタンダード化が進展するなかで、金融機関の業務も多岐にわたり、それと同時に金融
機関が抱えるリスクも多様化・複雑化するとともに、リスクマネジメントについてもこれらに対応するため、
管理態勢の高度化は重要な課題となっております。
　当会ではこうした認識のもと、「リスクマネジメント基本方針」等の規程類を制定し、リスクマネジメント
にかかる意思決定プロセスおよびマネジメント手法と管理すべきリスクなど基本的な体系を明確にするとと
もに、資金動向や外部環境等の変化に応じたリスク管理方針を定め、より高度な「統合的なリスクマネジメ
ント態勢」の構築に向け取り組んでおります。
　また、収益を目的として能動的に取得するリスクに対しては、リスクの計量化とそのモニタリングを通じ
てリスクをマネジメントする体制と、収益の安定化や極大化のため経営資源の最適配分を目指すというALM
体制とを機能分担し、相互の連携と牽制によってリスクとリターンのバランスの取れた運営を行うとともに、
監査部署による内部監査の実施によりリスクマネジメント態勢の有効性検証を行っております。

　経営の健全性を維持し安定的な収益を継続的に確保するためには、信用リスク、市場リスク等のさまざまなリ
スクを可能な限り包括的に把握して適切にコントロールすることが必要不可欠となっております。
　当会では、これらの状況を踏まえ、経営体力の範囲内でリスクのカテゴリー別にリスクリミット（上限額）を
設定し、適切なリスクテイク・リスクコントロールにより経営の健全性維持と安定収益の確保に努めております。
また、過去の急激な市場変動や通常では考えられない状況を想定してのストレステストを実施し、自己資本の充
実度評価に対応するとともに、統合的なリスク管理態勢のさらなる充実に努めることとしております。

リスクマネジメントの取組方針

統合的なリスク管理態勢
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【信用リスク管理】
　信用リスクとは、貸出先や取得した債券の発行体の業況悪化等により、当初約定通りの元金や利息の回収が不能となるリ
スクのことです。
　当会では、内部格付制度による信用力に応じた1先当たりの与信限度額設定や格付別・業種別与信状況の定期的なモニタ
リング等を通じて、過度な与信集中を排除するよう努めております。
　また、VaRによるリスクの計量化を行い、リスクリミットによる管理を行っております。
※内部格付制度とは、与信先の返済能力を定量的・定性的に分析し、合理的に判定するもので、与信限度額や適正な金利水準の設定等、
与信管理の中核的なツールとして活用しております。

※VaR（バリューアットリスク）とは、ある金融資産を一定期間保有すると仮定した場合に、一定の確率で被る可能性のある最大損失
額を過去のデータに基づき統計的に求めたものです。

※リスクの計量化とは、統計的な手法を用いて保有するリスクの状況を数値化し、リスク量として把握するものです。

【流動性リスク管理】
　流動性リスクとは、資金調達において必要
な資金の確保が困難となって取引の決済に支
障をきたしたり（資金繰りリスク）、資金運用
において金融市場の混乱等により正常な取引
ができなくなること等により損失を被るリス
ク（市場流動性リスク）のことです。当会では、
調達・運用の大口資金動向を把握し、安定的
な流動性資金の確保に努めるとともに、資金
繰りの逼迫度に応じた管理を行っております。
　また、資金の運用に当たっては、市場流
動性を考慮した発行体別取得・保有基準の
設定等により、リスク顕在化の防止に努め
ております。

【オペレーショナル・リスク管理】
　オペレーショナル・リスクとは、当会が業務遂行する際に発生するリスクのうち、能動的に取得するリスク（市場・信用・
流動性リスク）を除いたその他のリスクの総称です。
　当会では、オペレーショナル・リスクに対するリスクマネジメントの基本的な考え方等を網羅した「オペレーショナル・
リスク管理規程」を定めるとともに、オペレーショナル・リスクをリスクの発生そのものが統制活動の対象となるリスクと、
リスク発生後の対応が統制活動の対象となるリスクに大別し、そのリスク特性や統制の有効性等に応じ、個別の規程類を定
めて管理を行っており、それぞれリスクの極小化を図るように努めております。
　また、オペレーショナル・リスク管理の強化を図るため、自主点検の実施や各事業本部から独立した「監査部」が全部署
に対して定期的に行う業務監査等を通じて、業務運営や会計・事務処理の適正化と事故の未然防止に努めております。
※リスクの発生そのものが統制活動の対象となるリスク…事務リスク（当会の役職員が誠実な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすこと
により損失を被るリスク）、法務リスク（経営判断や個別業務執行において法令違反等により損失やトラブルが発生するリスク）、システム
リスク（コンピュータシステムのダウンまたは誤動作等により損失を被るリスク）等があります。

※リスク発生後の対応が統制活動の対象となるリスク…自然災害等から派生する二次的なリスクである業務継続リスクや、風評リスク等があります。

【市場リスク管理】
　市場リスクとは、金利、為替、株価等の変
動により、保有する資産、負債の価値が変動
することによって被るリスクのことです。
　当会では、保有する有価証券等について
VaRによるリスクの計量化を行い、信用リス
クとともに、リスクリミットによる管理およ
びウォーニングとしての協議ポイントを設定
し管理を行っております。
　また、前提条件が異なる複数のVaRや過去
実際に発生した急激な金利変動が現時点で再
度発生したと仮定した場合の予想損失額等を
算出するなど、多面的なリスク量の把握・分
析に努めております。

リスク
マネジメント

　当会では、内部監査部門として被監査部門から独立した「監査部」を設置し、経営活動全般にわたる管理
状況および各部門の業務の遂行状況を、内部管理態勢の有効性と適切性の観点から検証・評価し、改善方法
の提言などを通じて業務運営の適切性の維持・改善に努めています。
　また、内部監査は、当会の本所・支所・子会社のすべての部署を対象とし、内部監査計画に基づき実施し
ています。監査結果は代表理事理事長および監事に報告の上、被監査部署に通知し、定期的に改善提案事項
等の取組状況をフォローアップするとともに、監査結果の概要を定期的に理事会および経営管理委員会へ報
告しています。

各種リスク管理態勢

内部監査体制
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行動憲章の基本8項目

1．本会の社会的責任と公共的使命の認識

　本会の持つ社会的責任と公共的使命を認識し、
健全かつ適切な事業運営の徹底を図る。

2．会員等のニーズに適した顧客本位で質の高い
金融等サービスの提供

　「JAバンクシステム」の一員として、お客さま
本位のサービス提供により、お客さまのニーズに
応えるとともに、市民生活や業務運営に脅威を与
えるサイバー攻撃、自然災害等に備えたセキュリ
ティレベルの向上や災害時の業務継続確保により
質の高い金融および非金融サービスの提供並びに
「JAバンク基本方針」に基づく指導等を通じて、
道内JA信用事業を支援することによりその役割
を十全に発揮し、会員・組合員および地域社会の
発展に寄与する。

3．法令やルールの厳格な遵守

　すべての法令やルールを厳格に遵守し、社会的
規範にもとることのない、公正な事業運営を遂行
する。

4．反社会的勢力の排除、テロ等の脅威への対応

　社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力
に対しては、毅然とした態度で臨み、関係遮断を
徹底する。また、国際社会がテロ等の脅威に直面

しているなか、マネー・ローンダリング対策およ
びテロ資金供与対策の高度化に努める。

5．透明性の高い組織風土の構築とコミュニケー
ションの充実

　経営情報の積極的かつ公正な開示をはじめとし
て、系統内外とのコミュニケーションの充実を図
りつつ、真に透明な経営の重要性を認識した組織
風土を構築する。

6．職員の人権の尊重等

　職員の人権、個性を尊重するとともに、健康と
安全に配慮した働きやすい環境を確保する。

7．環境問題への取り組み

　資源の効率的な利用や廃棄物の削減を実践する
など、環境問題に積極的に取り組む。

8．持続可能な社会貢献活動への取り組み

　本会が社会の中においてこそ存続・発展し得る
存在であることを自覚し、社会の一員として、地
域社会等と連携し、すべての人々の人権を尊重し
つつ環境問題等の社会的課題への対応に努め、社
会と共に歩む「企業市民」として、持続可能な社
会貢献活動に積極的に取り組む。

コンプライアンスについて

　コンプライアンスとは、当会が信用事業を行う上でのさまざまな法令・会内諸規程はもとより、法の精神
や社会的規範を含めて遵守することであり、その目的は当会の存在意義の発揮および当会経営と業務運営の
透明性確保、会員並びに利用者、地域社会の信頼にお応えする事にあります。
　当会ではこのような認識のもと、役職員一人一人が高い倫理観と責任感を持って行動することを誓い平成
12年2月に「倫理憲章」（平成19年4月「行動憲章」に改名）を制定し、これまでコンプライアンス意識の向
上に取り組んできております。
　また、昨今の企業不祥事に対する社会的批判に見られるように、経営倫理の確立と実践が益々重要となっ
てきています。このため、当会は、コンプライアンス態勢の充実を最重要課題の一つと位置付け、社会的要
請等に即したガバナンスの強化に取り組んでおります。

　内部研修や外部資格取得奨励等を通じ、当会の事業を行う上で遵守すべき法令等に関する教育を継続的に
実施しております。
　また、子会社を含む全役職員を対象として、外部の専門家を講師としたコンプライアンス・セミナーを毎
年開催し、個々のコンプライアンス意識の向上や組織としてのより高い倫理観の醸成に努めています。

コンプライアンスの取組方針

コンプライアンス意識向上への取り組み
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実 践 部 署 ＝ 各 部 ・ 支 所
（ コ ン プ ラ イ ア ン ス 担 当 者 ・ 職 員 ）

コ ン プ ライアンス 統 括 部 署

コ ン プ ラ イ ア ン ス 委 員 会

理 事 長

監 　 事 （ 会 ）経 営 管 理 委 員 会 ・ 理 事 会

相 談 部 署 等 監 査 部 署

コンプライアンス担当者会議

マネー・ローンダリング等および反社会的勢力等への対応に関する基本方針の概要

（運営等）
　当会は、マネー・ローンダリング等防止および反社会
的勢力等との取引排除の重要性を認識し、適用となる法
令等や政府指針を遵守するため、当会の特性に応じた態
勢を整備します。
　また、適切な措置を適時に実施できるよう、役職員に
指導・研修を実施し、マネー・ローンダリング等防止お
よび反社会的勢力等との取引排除について周知徹底を図
ります。

（マネー・ローンダリング等の防止）
　当会は、実効的なマネー・ローンダリング等防止を実
施するため、自らが直面しているリスクを適時・適切に
特定・評価し、リスクに見合った低減措置を講じます。

（反社会的勢力等との決別）
　当会は、反社会的勢力等に対して取引関係を含めて、
排除の姿勢をもって対応し、反社会的勢力による不当要
求を拒絶します。

（組織的な対応）
　当会は、反社会的勢力等に対しては、組織的な対応を
行い、職員の安全確保を最優先に行動します。

（外部専門機関との連携）
　当会は、警察、財団法人暴力追放推進センター、弁護
士など、反社会的勢力等を排除するための各種活動を行っ
ている外部専門機関等と密接な連携をもって、反社会的
勢力等と対決します。

　当会は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の金融サービスの濫用（以下、「マネー・ローンダ
リング等」という。）の防止に取り組みます。
　あわせて、平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合わせにおいて決定された「企業が反社会的勢力
による被害を防止するための指針（以下、「政府指針」という。）」等を遵守し、反社会的勢力等に対して断固
とした姿勢で臨みます。
　また、顧客に組織犯罪等による被害が発生した場合には、被害者救済など必要な対応を講じます。

マネー・ローンダリング等および反社会的勢力等への対応

　当会のコンプライアンス運営は、コンプライアンス委員会、コンプライアンス統括部署、各部・支所に配
置されたコンプライアンス担当者を中心に行っております。
　コンプライアンス委員会は、コンプライアンスの取組方針等を審議する委員会で、その事務局であるコン
プライアンス統括部署はコンプライアンス担当者との連絡・調整やコンプライアンス取り組みに関する企画
等を行っております。また、コンプライアンス担当者は、コンプライアンス上の問題発生時の初期対応や部
署内研修の実施など、コンプライアンス活動の実践に当たっております。
　さらに、コンプライアンス上の諸問題について職員が直接相談・報告できる体制として、「ヘルプライン窓
口」を会内のほか、顧問弁護士を外部窓口として設置しております。

コンプライアンス運営態勢

コンプライアンスの運営体制図
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行動憲章の基本8項目

1．本会の社会的責任と公共的使命の認識

　本会の持つ社会的責任と公共的使命を認識し、
健全かつ適切な事業運営の徹底を図る。

2．会員等のニーズに適した顧客本位で質の高い
金融等サービスの提供

　「JAバンクシステム」の一員として、お客さま
本位のサービス提供により、お客さまのニーズに
応えるとともに、市民生活や業務運営に脅威を与
えるサイバー攻撃、自然災害等に備えたセキュリ
ティレベルの向上や災害時の業務継続確保により
質の高い金融および非金融サービスの提供並びに
「JAバンク基本方針」に基づく指導等を通じて、
道内JA信用事業を支援することによりその役割
を十全に発揮し、会員・組合員および地域社会の
発展に寄与する。

3．法令やルールの厳格な遵守

　すべての法令やルールを厳格に遵守し、社会的
規範にもとることのない、公正な事業運営を遂行
する。

4．反社会的勢力の排除、テロ等の脅威への対応

　社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力
に対しては、毅然とした態度で臨み、関係遮断を
徹底する。また、国際社会がテロ等の脅威に直面

しているなか、マネー・ローンダリング対策およ
びテロ資金供与対策の高度化に努める。

5．透明性の高い組織風土の構築とコミュニケー
ションの充実

　経営情報の積極的かつ公正な開示をはじめとし
て、系統内外とのコミュニケーションの充実を図
りつつ、真に透明な経営の重要性を認識した組織
風土を構築する。

6．職員の人権の尊重等

　職員の人権、個性を尊重するとともに、健康と
安全に配慮した働きやすい環境を確保する。

7．環境問題への取り組み

　資源の効率的な利用や廃棄物の削減を実践する
など、環境問題に積極的に取り組む。

8．持続可能な社会貢献活動への取り組み

　本会が社会の中においてこそ存続・発展し得る
存在であることを自覚し、社会の一員として、地
域社会等と連携し、すべての人々の人権を尊重し
つつ環境問題等の社会的課題への対応に努め、社
会と共に歩む「企業市民」として、持続可能な社
会貢献活動に積極的に取り組む。

コンプライアンスについて

　コンプライアンスとは、当会が信用事業を行う上でのさまざまな法令・会内諸規程はもとより、法の精神
や社会的規範を含めて遵守することであり、その目的は当会の存在意義の発揮および当会経営と業務運営の
透明性確保、会員並びに利用者、地域社会の信頼にお応えする事にあります。
　当会ではこのような認識のもと、役職員一人一人が高い倫理観と責任感を持って行動することを誓い平成
12年2月に「倫理憲章」（平成19年4月「行動憲章」に改名）を制定し、これまでコンプライアンス意識の向
上に取り組んできております。
　また、昨今の企業不祥事に対する社会的批判に見られるように、経営倫理の確立と実践が益々重要となっ
てきています。このため、当会は、コンプライアンス態勢の充実を最重要課題の一つと位置付け、社会的要
請等に即したガバナンスの強化に取り組んでおります。

　内部研修や外部資格取得奨励等を通じ、当会の事業を行う上で遵守すべき法令等に関する教育を継続的に
実施しております。
　また、子会社を含む全役職員を対象として、外部の専門家を講師としたコンプライアンス・セミナーを毎
年開催し、個々のコンプライアンス意識の向上や組織としてのより高い倫理観の醸成に努めています。

コンプライアンスの取組方針

コンプライアンス意識向上への取り組み
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実 践 部 署 ＝ 各 部 ・ 支 所
（ コ ン プ ラ イ ア ン ス 担 当 者 ・ 職 員 ）

コ ン プ ライアンス 統 括 部 署

コ ン プ ラ イ ア ン ス 委 員 会

理 事 長

監 　 事 （ 会 ）経 営 管 理 委 員 会 ・ 理 事 会

相 談 部 署 等 監 査 部 署

コンプライアンス担当者会議

マネー・ローンダリング等および反社会的勢力等への対応に関する基本方針の概要

（運営等）
　当会は、マネー・ローンダリング等防止および反社会
的勢力等との取引排除の重要性を認識し、適用となる法
令等や政府指針を遵守するため、当会の特性に応じた態
勢を整備します。
　また、適切な措置を適時に実施できるよう、役職員に
指導・研修を実施し、マネー・ローンダリング等防止お
よび反社会的勢力等との取引排除について周知徹底を図
ります。

（マネー・ローンダリング等の防止）
　当会は、実効的なマネー・ローンダリング等防止を実
施するため、自らが直面しているリスクを適時・適切に
特定・評価し、リスクに見合った低減措置を講じます。

（反社会的勢力等との決別）
　当会は、反社会的勢力等に対して取引関係を含めて、
排除の姿勢をもって対応し、反社会的勢力による不当要
求を拒絶します。

（組織的な対応）
　当会は、反社会的勢力等に対しては、組織的な対応を
行い、職員の安全確保を最優先に行動します。

（外部専門機関との連携）
　当会は、警察、財団法人暴力追放推進センター、弁護
士など、反社会的勢力等を排除するための各種活動を行っ
ている外部専門機関等と密接な連携をもって、反社会的
勢力等と対決します。

　当会は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の金融サービスの濫用（以下、「マネー・ローンダ
リング等」という。）の防止に取り組みます。
　あわせて、平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合わせにおいて決定された「企業が反社会的勢力
による被害を防止するための指針（以下、「政府指針」という。）」等を遵守し、反社会的勢力等に対して断固
とした姿勢で臨みます。
　また、顧客に組織犯罪等による被害が発生した場合には、被害者救済など必要な対応を講じます。

マネー・ローンダリング等および反社会的勢力等への対応

　当会のコンプライアンス運営は、コンプライアンス委員会、コンプライアンス統括部署、各部・支所に配
置されたコンプライアンス担当者を中心に行っております。
　コンプライアンス委員会は、コンプライアンスの取組方針等を審議する委員会で、その事務局であるコン
プライアンス統括部署はコンプライアンス担当者との連絡・調整やコンプライアンス取り組みに関する企画
等を行っております。また、コンプライアンス担当者は、コンプライアンス上の問題発生時の初期対応や部
署内研修の実施など、コンプライアンス活動の実践に当たっております。
　さらに、コンプライアンス上の諸問題について職員が直接相談・報告できる体制として、「ヘルプライン窓
口」を会内のほか、顧問弁護士を外部窓口として設置しております。

コンプライアンス運営態勢

コンプライアンスの運営体制図
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1． 利用者に対する取引（与信取引（貸付契約およ
びこれに伴う担保・保証契約）、貯金等の受入れ、
商品の販売等において利用者と当会との間で事
業として行われるすべての取引）または金融商
品の説明（経営相談等をはじめとした金融円滑
化の観点からの説明を含む。）および情報提供を
適切にかつ十分に行います。

2． 利用者からの相談・苦情等については、公正・
迅速・誠実に対応（経営相談等をはじめとした
金融円滑化の観点からの対応を含む。）し、利用
者の理解と信頼が得られるよう適切かつ十分に

利用者保護等管理方針の概要

対応します。
3． 利用者に関する情報については、法令等に基づ
く適正かつ適法な手段による取得ならびに情報
の紛失、漏洩および不正利用等の防止のための
必要かつ適切な措置を講じます。

4． 当会が行う事業を外部に委託するにあたっては、
利用者情報の管理や利用者への対応が適切に行
われるよう努めます。

5． 当会との取引に伴い、利用者の利益が不当に害
されることのないよう、利益相反管理のための
態勢整備に努めます。

　当会は、お客さまの利益が不当に害されるこ
とのないよう、農業協同組合法、金融商品取引
法および関係するガイドラインに基づき、利益
相反するおそれのある取引を適切に管理するた
めの体制を整備し、利益相反管理方針（以下、「本
方針」といいます。）を定め、その概要を次のと
おり公表します。

1．対象取引の範囲
　本方針の対象となる「利益相反のおそれ
のある取引」は、当会の行う信用事業関連
業務または金融商品関連業務にかかるお客
さまとの取引であって、お客さまの利益を不
当に害するおそれのある取引をいいます。

2．利益相反のおそれのある取引の類型
　「利益相反のおそれのある取引」の類型は、
以下の通りです。
（1） お客さまと当会の間の利益が相反する

類型
（2） 当会の「お客さまと他のお客さま」と

の間の利益が相反する類型
3．利益相反の管理の方法
　当会は、利益相反のおそれのある取引を
特定した場合について、次に掲げる方法に
より当該お客さまの保護を適正に確保いた
します。
（1） 対象取引を行う部門と当該お客さまと

の取引を行う部門を分離する方法
（2） 対象取引または当該お客さまとの取引

利益相反管理方針の概要

の条件もしくは方法を変更し、または
中止する方法

（3） 対象取引に伴い、当該お客さまの利益
が不当に害されるおそれがあることに
ついて、当該お客さまに適切に開示す
る方法（ただし、当会が負う守秘義務
に違反しない場合に限ります。）

（4） その他対象取引を適切に管理するため
の方法

4．利益相反管理体制
（1） 当会は、利益相反のおそれのある取引

の特定および利益相反管理に関する当
会全体の管理体制を統括するための利
益相反管理統括部署およびその統括者
を定めます。この統括部署は、営業部
門からの影響を受けないものとします。
また、当会の役職員に対し、本方針お
よび本方針を踏まえた内部規則等の周
知徹底に努めます。

（2） 利益相反管理統括者は、本方針にそっ
て、利益相反のおそれのある取引の特
定および利益相反管理を実施するとと
もに、その有効性を定期的に適切に検
証し、改善いたします。

5．利益相反管理体制の検証等
　当会は、本方針に基づく利益相反管理体
制について、その適切性および有効性を定
期的に検証し、必要に応じて見直しを行い
ます。

コンプライアンスについて

　当会は、お客さまの利益の保護と利便の確保のため、「利用者保護等管理方針」および「利益相反管理方針」
に基づき、お客さまの利益の保護と利便の向上に向けて継続的に取り組みます。

利用者保護の取り組み
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1．苦情処理措置の内容
当会では、苦情処理措置として、業務運営体制・内部規則等を整備のうえ、その内容をホームページ・
チラシ等で公表するとともに、JAバンク相談所とも連携し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決
を図ります。

　  当会の相談・苦情等受付窓口〔電話：011-232-6803（午前9時～午後5時〈金融機関の休業日を除く〉）〕
2．紛争解決措置の内容
当会では、紛争解決措置として、弁護士会を利用できます。
弁護士会の利用に際しては、当会の相談・苦情等受付窓口、JAバンク相談所
〔電話：03-6837-1359（午前9時～午後5時〈金融機関の休業日および年末年始を除く〉）〕
にお申し出ください。
なお、直接お申し立ていただくことも可能です。

○札幌弁護士会紛争解決センター〔電話：011-251-7730〕

相談・苦情等への取り組み（金融ADR制度）
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1． 利用者に対する取引（与信取引（貸付契約およ
びこれに伴う担保・保証契約）、貯金等の受入れ、
商品の販売等において利用者と当会との間で事
業として行われるすべての取引）または金融商
品の説明（経営相談等をはじめとした金融円滑
化の観点からの説明を含む。）および情報提供を
適切にかつ十分に行います。

2． 利用者からの相談・苦情等については、公正・
迅速・誠実に対応（経営相談等をはじめとした
金融円滑化の観点からの対応を含む。）し、利用
者の理解と信頼が得られるよう適切かつ十分に

利用者保護等管理方針の概要

対応します。
3． 利用者に関する情報については、法令等に基づ
く適正かつ適法な手段による取得ならびに情報
の紛失、漏洩および不正利用等の防止のための
必要かつ適切な措置を講じます。

4． 当会が行う事業を外部に委託するにあたっては、
利用者情報の管理や利用者への対応が適切に行
われるよう努めます。

5． 当会との取引に伴い、利用者の利益が不当に害
されることのないよう、利益相反管理のための
態勢整備に努めます。

　当会は、お客さまの利益が不当に害されるこ
とのないよう、農業協同組合法、金融商品取引
法および関係するガイドラインに基づき、利益
相反するおそれのある取引を適切に管理するた
めの体制を整備し、利益相反管理方針（以下、「本
方針」といいます。）を定め、その概要を次のと
おり公表します。

1．対象取引の範囲
　本方針の対象となる「利益相反のおそれ
のある取引」は、当会の行う信用事業関連
業務または金融商品関連業務にかかるお客
さまとの取引であって、お客さまの利益を不
当に害するおそれのある取引をいいます。

2．利益相反のおそれのある取引の類型
　「利益相反のおそれのある取引」の類型は、
以下の通りです。
（1） お客さまと当会の間の利益が相反する

類型
（2） 当会の「お客さまと他のお客さま」と

の間の利益が相反する類型
3．利益相反の管理の方法
　当会は、利益相反のおそれのある取引を
特定した場合について、次に掲げる方法に
より当該お客さまの保護を適正に確保いた
します。
（1） 対象取引を行う部門と当該お客さまと

の取引を行う部門を分離する方法
（2） 対象取引または当該お客さまとの取引

利益相反管理方針の概要

の条件もしくは方法を変更し、または
中止する方法

（3） 対象取引に伴い、当該お客さまの利益
が不当に害されるおそれがあることに
ついて、当該お客さまに適切に開示す
る方法（ただし、当会が負う守秘義務
に違反しない場合に限ります。）

（4） その他対象取引を適切に管理するため
の方法

4．利益相反管理体制
（1） 当会は、利益相反のおそれのある取引

の特定および利益相反管理に関する当
会全体の管理体制を統括するための利
益相反管理統括部署およびその統括者
を定めます。この統括部署は、営業部
門からの影響を受けないものとします。
また、当会の役職員に対し、本方針お
よび本方針を踏まえた内部規則等の周
知徹底に努めます。

（2） 利益相反管理統括者は、本方針にそっ
て、利益相反のおそれのある取引の特
定および利益相反管理を実施するとと
もに、その有効性を定期的に適切に検
証し、改善いたします。

5．利益相反管理体制の検証等
　当会は、本方針に基づく利益相反管理体
制について、その適切性および有効性を定
期的に検証し、必要に応じて見直しを行い
ます。

コンプライアンスについて

　当会は、お客さまの利益の保護と利便の確保のため、「利用者保護等管理方針」および「利益相反管理方針」
に基づき、お客さまの利益の保護と利便の向上に向けて継続的に取り組みます。

利用者保護の取り組み

リ
ス
ク
管
理
の
態
勢

42

HOKKAIDO SHINREN REPORT 2019

1．苦情処理措置の内容
当会では、苦情処理措置として、業務運営体制・内部規則等を整備のうえ、その内容をホームページ・
チラシ等で公表するとともに、JAバンク相談所とも連携し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決
を図ります。

　  当会の相談・苦情等受付窓口〔電話：011-232-6803（午前9時～午後5時〈金融機関の休業日を除く〉）〕
2．紛争解決措置の内容
当会では、紛争解決措置として、弁護士会を利用できます。
弁護士会の利用に際しては、当会の相談・苦情等受付窓口、JAバンク相談所
〔電話：03-6837-1359（午前9時～午後5時〈金融機関の休業日および年末年始を除く〉）〕
にお申し出ください。
なお、直接お申し立ていただくことも可能です。

○札幌弁護士会紛争解決センター〔電話：011-251-7730〕

相談・苦情等への取り組み（金融ADR制度）
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個人情報保護の取り組みについて

  1．関係法令等の遵守
  当会は、利用者の個人情報等を適正に取り扱うために、「個
人情報の保護に関する法律」（以下「個人情報保護法」と
いいます。）および「行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律」（以下「番号法」
といいます。）をはじめとする関係法令・ガイドライン等
に加え、本保護方針に定めた事項および当会の諸規程を
誠実に遵守します。

  2．利用目的
  当会は、利用者の個人情報等の取り扱いにおいて、利用目
的をできる限り特定したうえで、ご本人の個人情報等を取
得するに当たっては、その利用目的を通知、公表または明
示するとともに、その利用目的の達成に必要な範囲内にお
いて、これを取り扱います。

  なお、番号法における個人番号等の利用等、特定の個人
情報等の利用目的が法令等に基づき別途限定されている
場合には、当該利用目的以外での取り扱いはいたしません。

  当会の個人情報等の利用目的は、当会の本支所に掲示する
とともに、ホームページ等に掲載しております。

  3．適正な取得
  当会は、個人情報等を取得する際には、適正かつ適法な
手段で取得いたします。

  4．安全管理措置
  当会は、取り扱う個人情報等を利用目的の範囲内で正確
かつ最新の内容に保つよう努めるとともに、漏えい等を
防止するため、安全管理に関する必要かつ適切な措置を
講じ、従業者および委託先（再委託先等も含みます。）を
適正に監督します。

  5．第三者への提供
  当会は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、
あらかじめご本人の同意を得ることなく、個人情報を第三
者に提供しません。

個人情報保護方針の概要

  なお、個人番号等につきましては、番号法に限定的に明記
された場合を除き、第三者に提供いたしません。

  6．機微（センシティブ）情報の取り扱い
  当会は、ご本人の機微（センシティブ）情報（金融分野
における個人情報保護に関するガイドラインで定める情
報をいいます。）につきましては、法令等に基づく場合や
業務遂行上必要な範囲においてご本人の同意をいただい
た場合などの同ガイドラインに掲げる場合を除き、取得・
利用・第三者提供はいたしません。

  7．匿名加工情報の取り扱い
  当会は、匿名加工情報（個人情報を個人情報の区分に応
じて定められた措置を講じて特定の個人を識別することが
できないように加工して得られる個人に関する情報であっ
て、当該個人情報を復元して特定の個人を再識別すること
ができないようにしたものをいいます。）の取り扱いにつ
きましては、関係法令・ガイドライン等に則して、安全管
理に関する必要かつ適切な措置を講じます。

  8．開示・訂正等、利用停止等
  当会は、保有個人データにつき、法令に基づきご本人から
の開示・訂正等および利用停止等のお申し出につきまして
は、迅速かつ適切に応じます。

  9．継続的な改善
  当会は、取り扱う個人情報等の保護のための取り組みを継
続的に見直し、その改善に努めます。

10．苦情・ご意見・ご要望のお申し出
  当会の個人情報等の取り扱いに関する苦情・ご意見・ご要
望につきましては、誠実かつ迅速に対応します。

  当会の個人情報等の取り扱いに関する苦情・ご意見・ご要
望につきましては、次の窓口までお申し出ください。

  〒060-0004  北海道札幌市中央区北4条西1丁目1番地
  北海道信用農業協同組合連合会　リスク統括部
  TEL　011-232-6077

情 報 管 理 部 署

個人情報保護統括部署

個人情報保護統括責任者

監　事（会）経 営 管 理 委 員 会 ・ 理 事 会

苦情等対応部署

コンプライアンス委員会

監査部署

（専務）

（利用者サポート等管理部署）

個人情報保護取組体制図

　個人情報および個人番号等（以下「個人情報等」という。）を正しく取り扱うことが当会の事業活動の基本
であり社会的責務であることを認識し、平成17年4月に「個人情報保護方針」を制定し、さらに、個人情報
の適切な利用に必要な諸規程・手続を併せて制定しております。
　また、内部体制を整備するとともに、研修等を通じ役職員に対する教育を行い、個人情報の安全管理に努
めております。

個人情報保護の取組方針
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